
№ 役職名 氏　　名 備考

1 委員 佐々木　　清 スポーツ部会長

2 委員 菊　地　恵美子 文化部会長

3 委員 久　住　郁　夫 まちづくり部会長

4 委員 八　子　明　美 健康福祉部会長

5 委員 佐々木　和　真 長岡市立和島小学校PTA会長

6 委員 久　住　純　也 長岡市立北辰中学校PTA会長

7 委員 相　崎　千　紗 長岡市立和島こども園保護者会長

8 委員 多々良　儀　仁 長岡市立北辰中学校長

9 委員 岩　田　正　行 長岡市立和島小学校長

10 委員 外　山　宏　子 長岡市立和島こども園長

11 委員 山　田　幸　司 長岡市消防団和島方面隊長

12 委員 羽　鳥　仁　一 和島地区社会福祉協議会長

13 委員 中　村　義　久 地域代表・学識経験者

14 委員 佐々木　理江子 地域代表・学識経験者

会計監査委員

会計監査委員

和島コミュニティ協議会　運営委員会名簿　（案）

【会計監査委員】

資料２



【参考】 わしまコミュニティ協議会規約（案）抜粋 

 

 

 

第２章 組織 

（組織） 

第６条 協議会の運営を円滑に行うため、運営委員会、企画・調整委員会及び広報委

員を置く。 

２ 協議会の事業を推進するため、次に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を置

く。 

  スポーツ部会 

  文化部会 

  まちづくり部会 

  健康福祉部会 

 

 

第３章 役員 

（役員） 

第７条 協議会に次の役員を置く。この役員は運営委員会の正副会長を兼ねる。 

  会長 １名 

  副会長 ２名 

（役員の選任と任期） 

第８条 役員の選出は、運営委員会の委員の中から互選で選任する。 

２ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 前項の規定にかかわらず、役員は任期満了後においても、後任の役員が就任する

までその職務を行うものとする。 

４ 役員に欠員が生じた場合は補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の職務） 

第９条 役員の職務は、次のとおりとする。 

  会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 

第４章 運営委員会 

（構成） 

第10条 運営委員会は、第６条に定める各部会からそれぞれ１名選出された者の他、

下記の役職にある者、及び地域代表・学識経験者数名をもって構成する。 

  和島小学校ＰＴＡ会長 

  北辰中学校ＰＴＡ会長 



  和島こども園保護者会会長 

  和島小学校長 

  北辰中学校長 

  和島こども園長 

  長岡市消防団和島方面隊長 

  和島地区社会福祉協議会長 

２ 委員会の委員数は20名以内とする。 

（任期） 

第11条 運営委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員は、任期満了後においても、後任の委員が就任す

るまでその職務を行うものとする。 

３ 運営委員に欠員が生じた場合は補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第12条 運営委員会は、会長が招集し委員会の議長となり、次の事項を審議し、決定

する。 

  協議会の事業の計画及び実施に関すること。 

  協議会の予算及び決算に関すること。 

  協議会規約等の改正に関すること。 

  前各号に掲げることのほか、必要と認められる事項 

２ 会議は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決するものとする。 

 

 

第９章 会計 

（会計） 

第24条 協議会の経費は、市補助金、活動に伴う収入、寄附金、その他の収入をもっ

て充てる。 

（会計年度） 

第25条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月31日に終わる。 

（会計監査） 

第26条 協議会の会計の適正を期すため会計監査委員を置く。 

２ 会計監査委員は運営委員会以外の地域住民２名とし、運営委員会で選任する。 

３ 会計監査委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 会計監査委員は会計監査を行う。 

 

 


